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意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

超高速ブロードバンド基盤の未整備エリア（約１０%）の基盤整備

の在り方については、ワイヤレスブロードバンドの適用を考慮す

べきであると考えます。１無線基地局が多数の加入者を収容可

能であることから、ワイヤレスブロードバンドの適用が効果的であ

り、各加入者宅への支線系配線が不要となり、投資コストの低減

が可能となります。また、移動体サービス（携帯サービス不感地）

や地デジ放送ギャップフィラー等の条件不利地域の解消手段とし

ても RoF,DRoF（これらについては項目２で説明）は有効な手段と

考えますので、これらの観点についてもあわせて御検討いただき

ますよう希望いたします。 

 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能とな

るように、事業者間の公

正競争を一層活性化す

ることが適当と考えられ

るが、ＮＴＴの組織形態

の在り方も含め、この点

についてどのように考え

るか。 

 

資料 「光の道」構想実現に向けて -基本的方向性-

（000066358.pdf）に記載されている競争政策によるサービスの発

展・料金の低廉化の取り組みは、重要な事項であり、これを強く

支持します。 

ブロードバンド利用率 30%を 100%に持っていくための方策として

も、ワイヤレスブロードバンドの適用を考慮すべきであると考えま

す。すなわち、 

①すべての家庭や事業所への光ファイバ加入を 100%にする必要

はなく、ワイヤレスサービスを含めて 100%以上（移動を含めた

全加入数見合いでは、300%に相当する加入者率）にしていけ

ばいいと考えます。 

②光ファイバ上におけるワイヤレスサービス方式の導入について

は、現在のところ、ブロードバンド加入し、ディジタルデータ形

式による無線機器の設置が主であります。しかし、この方法を

使用すると、ワイヤレス方式技術（特に電波型式）発展のテン

ポが早いため、無線機器設置とその更改のための投資が大き

くなってしまいます。電波型式の将来発展の自由度を確保する

ため、光ファイバ上では、電波をそのまま、あるいは電波の中

間周波波形をディジタル伝送可能な RoF 形式（付図の図 1）あ

るいは DRoF 形式（付図の図 2）を使用し、電波形式が変更に

なっても基盤設備がそのまま使用可能となるような汎用

FTTA(FTTC)の導入が望ましいと考えます。 

③上記の実現のため、光ファイバを帯域として利用可能な方策

(RoF、DRoF 等)を考慮していただくよう提案します。 
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